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布団

狙
わ
れ
て
い
ま
す

高
齢
者
！

悪
質
商
法
や
詐
欺
に
注
意
！

　
高
齢
者
を
ね
ら
っ
た
悪
質
商
法
や
、
詐
欺
的
な
勧
誘
に
よ

る
投
資
契
約
の
被
害
が
、
全
国
で
増
加
し
て
い
ま
す
。

　
高
島
市
内
で
も
同
様
の
こ
と
が
起
き
て
い
ま
す
の
で
、
他

人
事
と
思
わ
ず
、
一
人
ひ
と
り
が
被
害
に
あ
わ
な
い
よ
う
に

気
を
付
け
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
今
回
は
、
特
に
よ
く
起
こ
っ
て
い
る
事
例
を
紹
介
し
ま

す
。
ア
ド
バ
イ
ス
を
参
考
に
被
害
に
あ
わ
な
い
よ
う
注
意
し

ま
し
ょ
う
。

わし、注文もしてへんし
断ったはずやのに…
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　高齢者をねらい、ありもしない話を信用させる詐欺的な勧誘が横行し
ています。自宅に投資商品のパンフレットが送られてきた後に、別の業
者から勧誘の電話がかかります。

○ もうけ話には手を出さないでください。
○「高値で買い取る」「名前を貸してほしい」と持ちかけられ
　 ても相手にしないでください。
○ きっぱりと断ってすぐに電話を切りましょう。
○ 絶対に現金を送ったり、振り込んだりしないでください。

　 会場の興奮した雰囲気にのまれて、最終的に高額な商品を買ってしまいます。

○ 「タダより高いものはない」という気持ちを持ちましょう。
○ 無料配布や販売会のチラシ、引換券を配っていても受け取らないようにしましょう。
○ 自由に出入りできない会場へは行かないようにしましょう。

○ 申し込んだ覚えがなければきっぱり断りましょう。
○ 申し込んでいないのに商品を送ってきた場合は、配達の方に伝えて受け取り
 　を拒否して、業者名と連絡先をメモしたうえで、持ち帰ってもらいましょう。
○ もし受け取ってしまった場合は、開封せずにすぐにご相談ください。

　頼んでもいない品物を強引に送るという電話がかかってきます。また、脅し文句で代金を払わせ
ようとします。断っても、代金引換便で送ってきたり、現金書留封筒を同封したりして代金を払わ
せようとします。
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高島市の消費生活相談件数

年代別件数（平成 24 年度）

20 歳未満 20 歳代

30 歳代

40歳代

50 歳代

60 歳代

70 歳以上
77 件 26件
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その他
・不明

【主な商品の例】
・健康食品
・魚介類

【主な商品の例】
・未公開株
・社債
・ダイヤモンド
・事業の権利

【主な商品の例】
・健康食品
・ふとん類
・電気治療器

相談は、生活相談課
（２５）８１２５まで！

（平日８時 30 分～ 17 時）

Ａ社からの封筒が
届いていませんか？

すぐそこで健康に良い話をしています。
サラダ油や卵をタダで配ってますよ。

Ａ社のその商品は、
あなたしか買えないので、
代わりに申し込んでください。
高値で買い取ります。

こんなに高いもの
買ってしもた
どうしよう…

ほんまなん
やろか…

この布団で寝れば
健康になります！

無料プレゼントがあります！
早いもの勝ちです。

本日の目玉商品
今日だけ半額です！

ご注文の健康食品を送ります。
受け取らないと裁判にしますよ！

契約しても、契約書面を受
領した日を含めて 8 日以
内であれば、クーリング・
オフ（無条件で契約解除で
きる制度）が可能です。

電話で勧誘され承諾してしまった
場合でも、契約書面を受領した日
から８日以内なら、クーリング・
オフできます。

「名前を貸してく
ださい。謝礼金を
払います。」と誘っ
てくるパターンも
あります。
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